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はじめに
　「地方創生」と開発問題の課題で

１、「地方創生」のうごき
　①2013年５月「京都ビジョン2040－30年後の京都の姿」世界交流首都・京都
　　⑴世界の文化首都（双京構想、文化庁機能、観光誘客）
　　⑵大学のまち（留学生５万人、大学ユートピア特区）
　　⑶価値創造都市（イノベーションベルト、知恵産業、原子力エネルギー・ゼロ）
　　⑷交流の好循環を支える地域基盤（リニア新幹線、交通インフラ整備）

　②	2014年７月「国土のグランドデザイン2050－対流促進型国土の形成」を受け2015年８月「国土形成計画」閣
議決定（2015年～2025年－東京オリ・パラ前後「日本の命運を決する10年」）

　　⑴人口減少社会に初めて真正面から取り組む計画
　　⑵地方創生を実現する計画
　　⑶イノベーションで経済成長をめざす計画
　　　➡最大の特徴は「スーパーメガリージョン」と「コンパクト＋ネットワーク」

　③2014年11月まち・ひと・しごと創生法をうけ「地方創生総合戦略」（2015～2020年）
　　重点分野－移住、雇用、子育て、行政の集約化と拠点化、地域間連携等
　　➡「政策パッケージ」「トップランナー方式」で誘導
　
　④2015年「京都府人口ビジョン」「京都流地方創生」
　
　⑤2016年３月「関西広域地方計画」大臣決定、文化庁移転決定－関西メガリージョン

２、地域が今どうなっているか－自治体と京都府の役割を考える
　京都市域のおおまかな特徴と京都府
　　○京都市全体では、人口は2005年国勢調査からほぼ147万人。
　　○人口減が多いのは北区、東山区、伏見区、西京区。中京区、下京区、上京区は人口増。
　　○世帯人員は府域全体で見ても京都市が一番少ない。上京区、東山区、下京区は1.7人台。
　　○企業所得は府内で京都市域が156％と一番上がる一方、雇用者報酬は下がっている。
　　○従業員総数は▲26908人（2009年／2014年）だが医療・福祉分野と、教育関連は増加。
　　○左京区－事業所、従業員が医療・福祉で増加。保育所在籍者数増加するが、幼、小、中減。
　　○国税6457億／7607億（京都市域／府域全体　2014年度決算ベース）
　　○個人府民税60％、個人事業税77％が京都市域（2014年度決算ベース）
　　　➡格差の広がりを正し、雇用や中小企業、暮らしの基盤を底上げすること。
　　　➡市域の暮らしと経済が良くなれば、府域全体がよくなる力に。
　　　➡京都市の特殊な経済基盤と行政の産業政策の役割。
　　　　京都市　単独事業所　349,140人（48.0％）　　本所147,255人（20.3％）
　　　　大阪市　32,863人（4.5％）　　名古屋市2,985人（0.4％）　「2012年経済センサス」

求められる府政転換の方向と京都市域の課題
日本共産党京都府会議員団　
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３、�京都府の方針と具体化－府市一体、関西全体で動き出している
　　巨額の投資と再開発
　①文化庁京都移転、北山文化環境ゾーンをはじめとしたプロジェクトとスクラップ
　　○文化庁移転推進室発足－12名配置「ニュー文化庁に」（山田知事）
　　○「京都府立京都学・歴彩館」新築（95億）、跡地－府立文化芸術会館「老朽化」
　　○府市一体の施設整備－京都経済センター（100億　大成建設）、保健環境研究所（70億）

　②北陸新幹線延伸とリニアをめぐる動き
　　○舞鶴－京都－学研ルート　２兆6700億円。学研・奈良経由に奈良県知事拒否。
　　　「小浜－京田辺ルート」に山田知事は…今から試算。京都市負担。福井県試算。

　③海の京都、森の京都、お茶の京都、竹の里・乙訓、で観光周遊－交流人口増、国際クルーズ誘致
　　　京都市内ビジネスホテル建設ラッシュ

　④亀岡スタジアム建設計画と「にぎわい施設」建設へ
　　　2016「日本再興戦略」で「スポーツの成長産業化」をうちだし「ボールパーク構想」

　⑤「イノベーションベルト構想」－京都市南部から学研地域　　「理研」を学研に３億円優遇

　⑥道路整備－縦貫道に続き、第二名神、堀川地下トンネル等

　⑦IRと「大阪万博」の動き

４、暴走の破たんと共同の広がり－運動と闘いの広がり
　①福知山射撃場が第二の米軍基地に。今後は桂駐屯地など
　　○日米地位協定２条４項ｂ「米軍基地」－「合衆国軍隊が使用中は地位協定が適用される」
　　○	京丹後市「安心・安全対策連絡会議」－「来日する米軍人に合わせて（安全講習を）日程調整することは

難しい」（地元自治会長の要請に防衛省回答）
　　○桂駐屯地、大久保駐屯地も「日米共同利用施設」対象施設。しかも海外派兵も。
　　○「いらんちゃフェスタ」750人、福知山市で１月14日実弾射撃訓練反対集会。

　②原発再稼働、稼働延長
　　○高浜１.２号、美浜３号「40年稼働延長」、京都市域と広域避難計画。

　③地域経済やTPPなど経済問題
　　○「第三回　文化財修復事業者懇談会・シンポジウム」
　　○「地域経済の再生を語りあう集い」北部５市２町
　　○南丹農業の調査

　④LDA（生きやすい京都をつくる全世代行動）
　　○「ブラックバイト対策協議会」がアンケート（労働局、府、市　1900人）
　　○2017年度「働き方改革推進センター（仮称）」設置へ
　　○府立大学学生アンケート
　　○12月９日　国政交渉、12月23日　アピール行動

さいごに
　「社会保障　署名」と「介護アンケート」
	 以上
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府政を京都市という角度からどう見るか―京都市域の特徴は

行政区ごとの特徴　左京区を例にとって

産業が集中している京都市域

　 １、「地方創生」のうごき

　 ２、地域が今どうなっているか－自治体と京都府の役割を考える
　今日は客観的資料の一つとして横長の市町村民経済
計算の地域別の資料（P10）を付けておきました。
2001年以降の資料を毎年入力して新しくしていってお
りますので、地域別特徴がありまして、京都市内も京

　安倍政権の動きと時を一にして、京都財界、そして
京都府、京都市などが一体となってつくった「京都ビ
ジョン2040」という計画に基づいて、国のグランドビ

都市内だけ見ずに丹後と比べてどうなのかとか、そう
いうことも改めて見ておいていただけたらどうかとい
うふうに思っています。

　ご承知のように国勢調査の確定値（P10）が出てお
りまして、それを見ると京都市域全体で人口の増減は
ないんですね。人口減が多いのは北区、東山区、伏見
区、西京区。中京区、上京区、下京区は人口増になっ
ていますので、ここはおそらくマンションが相当増え
ているということの反映かなと思います。世帯人員で
みると、実は京都府域全体の中で、京都市が一番少な
いんですね。１人台ということになっていますから。
特に上京区、東山区、下京区は1.7人台ですから、老
人１人だとか、２人だとか、あるいは核家族だとか、
そういうところもマンションであるかもしれませんけ
れども、府域の中でも本当に貧困格差で孤立化という
ことがこの数字からも言えるのかなというふうに思い
ます。ですので、地域的特徴とともに垂直格差という
のでしょうか、中間層の没落ということなんだろうと

思いますけれども、そういうことが、他の地域と比べ
ても孤立化という形で出てきているのが京都市の特徴
なのかなと思います。企業所得は京都市が一番上がっ
ていますが、雇用者報酬は他の地域と同じように下が
っている特徴となっていて、従業員総数も大幅に減っ
ています。今日は数字は出していませんけれども各行
政区別の従業員数の経年変化というのが出ております
ので、それを見れば、医療福祉分野と教育関連は非常
に従業員数が増えています。教育が増えているのは、
塾が増えているということがあるのかと思うんですけ
れども、少子化が進んでいる中でもそういうことと、
医療福祉分野は非正規も含め従業員総数は相当増えて
いるという、いわゆる雇用の受け皿の一つということ
に、客観的にはなっている状況です。

　９頁下段の資料は、参考として左京区の統計データ
です。全部世に出ている数字をまとめただけなんです
けれども、京都市全体をどうみるかに加えて地域別特
徴が、人口増減だけからでも様々あります。左京区で
は、事業所数、従業員数とも医療福祉は増加し、保育

所の在籍者数も増えているのに、幼稚園、小学校、中
学校は減少していると。中学校、小学校の減少という
のは左京区の北の方の学校が統廃合された影響です
が、そういう特徴があるだとか、いくつか左京区だけ
見てもあると思います。

　もう一つは、国税レベルでみると2014年度決算ベー
スでは7,607億円が府全体で入っているんですね。そ

の内の6,457億円は京都市域なんです。なので、人口
比どころではないくらい、京都市域の国税が京都府域

　光永敦彦京都府会議員団幹事長が行った学習会での報告をベースにまとめたものです。

ジョンなども取り入れながら進んできているというの
が、大まかな開発、まちの在り方に関わっての経過で
す。また、見ておいてください。



- 5 -

市民のくらしを良くする産業政策や経済政策、社会保障の
政策を府とセットで打っていくということが必要   　　

　こういうふうな状況の中で、格差の広がりを垂直格
差も含めて正していくことと、雇用と中小企業、くら
しの基盤を底上げするという、我々がずっと訴えてき
たことですけれども、これがいよいよ大事になってき
ているということとともに、これまで京都府が変われ
ば市民のくらしが良くなりますと一貫して言ってきま
した。それはそうだと思うんですけれども、こういう
いくつかの数字を見ると、やはり、京都市内のくらし

と景気が良くなることが府域全体にも大きな役割を果
たすという、こういう角度も改めて必要ではないかな
と思いますので、そういう意味では、京都市内でこそ
市民のくらしを良くする産業政策や経済政策、社会保
障の政策を、しっかり京都府とセットで打っていくと
いうことが、市民のくらしのみならず府域全体を良く
する一番の近道だと思います。

全体の中で非常に高いと。産業が集中しているという
ことだと思いますけれど。じゃあ府民税でみたらどう
かということですけれども、府民税でみても、2014年
度決算ベースで、個人府民税は人口割りなので大体60

％が京都市域。事業税は77％が京都市域という事にな
っていますので、相当やはり経済活動が人口以上に京
都市域に集中しているということが、府域全体からみ
れば見て取れると思います。

　特に今日、強調したかったのは、京都市は、京都府
もそうなんですけれども、特殊な経済基盤なんです
ね。何が特殊かと言いますと、これは2012年の数字な
んで少し古いですけれども、「経済センサス」で京都
市の単独事業所に働いておられるのは349,140人で、
全体の労働者の48％。それで、京都市に本社があるの
が140,000人で20.3％。併せて70％ぐらいが京都市が
地場の地元の会社に働いている。これは、他の大都市
では本当にないんです。大阪市は4.5％だけでほとん
ど東京資本だったり、名古屋もそうですね。京都市は
全国的に見ても稀な、地元に立脚した事業所に労働者
の大半が働いておられるということになっていますの
で、中小企業全体では97％ぐらいが京都府全体で中小
企業ですけど、その７割の雇用を地元業者さんが支え
ておられると、稀な地域です。

　なんでこんなことを言うかというと、これぐらいの
規模でほとんどの人が地元で働いておられるというこ
とは、産業政策、自治体の産業政策が地元に波及効果
を及ぼしやすい。あるいはこれぐらいの規模の都市で
あれば、自治体と経済活動を一体に考え易いっていう
特徴が非常にあります。京都府の理事者なんかもよく
言うことですけれども、例えば大阪とか東京の産業政
策というのは、自治体のごく一部分であるし、なおか
つイノベーションだとか、そういうとこだけの支援が
中心になっていますので、そういう意味では蜷川知事
時代からの中小企業政策、地方銀行や信金を作ってき
たという政策ともあいまって、自治体の産業政策が割
とうまくかみ合っていく条件、客観的条件が非常にあ
る都市ではないでしょうか。

地元に立脚した事業所に労働者の大半が働いているのは全国にも稀

　まちづくりのあり方と産業政策を自治体が当然やり
ますので、そこが京都府と京都市が一体になってちゃ
んとやれば、地元経済を支えて暮らしを支えていく方
向に太く変えていく条件というのはあるということな
んです。そこを我々よくつかまないといけない。大阪
みたいに、ああいう形でごく一部だけ、IR（統合型リ
ゾート）を呼んでくるとか、ああいう形の起爆剤的な
ことをやりながら本来の行政はどんどん切っていくと

いう、こういうやりかたではなく、やはり京都は京都
らしく、府と市も一体になりながら、規制を中心とし
た街づくりの政策をしっかり持ちながら、産業政策も
やっていくということができるのではないかと思いま
す。
　そういう意味では京都市の個々の支援策とともに、
京都府が府域、市域を俯瞰した政策、産業政策をやっ
ていくことが必要です。

府と市が一体でちゃんとやれば、地元経済を支えて暮らしを
支えていく方向に太く変えていく条件はある  　　　　　
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　いま、その方向とは真逆の方向が、安倍政権のもと
で京都府・京都市一体に、一気にやられようとしてい
るということです。１つ目は、文化庁の移転に伴っ
て、この間様々なプロジェクトがこれまで動いてきた
ものも含め、さらに動くことも始まっています。すで
に京都府では文化庁移転推進準備室というのを作りま
して、これも文化庁が単に来るっていうことじゃなく
て、山田知事がこの間よく言っているのは、新しい文
化庁を作るんだということです。つまり文化財を観光
資源として見せるものにするために、文化庁を呼んで
くるんだということになっております。文化財を保護
し、後世に受け継いでいくということで、観光サイド
から見ていくものにしていくということを明確に言わ
れていますので、ただ単に文化庁が来るっていうよう
な話ではなくなってきているということです。
　見栄えのいいものを作っていこうということで、そ
ういう角度から山田知事は、京都府立京都学歴彩館と
いうのを90億円かけて新築しました。わが党は反対を

しました。これも実は見られた方はわかると思います
がガラス張りで、国・文部科学省からも、貴重な資料
を保存する建物がガラス張りだったら問題だとかなり
指摘されたいわくつきのものです。ガラス張りにした
からものすごく建設コストが上がったということで、
契約の変更などくり返しながら、他方で大事な資料を
大事に扱う施設はカットするということが行われてき
た施設ですので大問題だと思います。この京都学歴彩
館に府立総合資料館が移転します。府立資料館はいま
一等地にありますので、そこをどうするのかというこ
とになっています。一帯を北山文化環境ゾーンと指定
しているので、それを名目に、この前の答弁では府立
文化芸術会館、あそこが老朽化しているという話が出
ており、移転ということがあるかもしれません。そう
なると今ある文化芸術会館がどうなるのかということ
も起こってくるわけで、こういうことがどんどん起こ
っているわけです。

　大きいプロジェクトとしては、京都では府市一体
で、経済センターが100億です。四条烏丸ですね。こ
こは大成建設が落札。伏見の保健環境研究所、これも
府市一体施設として作るということで、来年度当初予
算で出てきます。リストラしながら大きい建物を作る
ということになってきています。
　昨年７月の「週刊東洋経済」の特集記事で、「バブ
ルに沸くスーパーゼネコン」、これ東京のオリンピッ
ク・パラリンピックを軸に、スーパーゼネコンはＶ字
回復でぼろ儲けしているという記事なんですけど、関
西では、地方ゼネコンは苦境ですっていう特集で、京

都の経済センターのことも書いてあります。単純にゼ
ネコン、ゼネコンって言いますけれども、実はゼネコ
ンの中でもスーパーゼネコンはぼろ儲けで、地場のゼ
ネコンはものすごく大変ということです。代表質問の
過程で明確になりましたが、京都の大企業が潤ってい
るというよりは、スーパーゼネコンがものすごく潤っ
ていて、地場のゼネコンも含めて苦境に陥っていると
いうのが現状ではないでしょうか。保守との共同とい
うことも大きくできるんではないかなと改めて感じて
おります。

　２つ目は、北陸新幹線とリニアです。特に北陸新幹
線は、連日のようにニュースに出ておりますけれど、
いまのところ、小浜・京都ルートになりそうな感じに
なってきました。これ、２兆7600億は舞鶴・京都・学
研ルートについての国土交通省の試算ですが、これを
出したとたんに、奈良県知事と奈良県議会が、学研駅
はいらないとしたので、その後小浜・京田辺ルートが
急浮上しました。京田辺に駅を作るという話も全く初
めての話なので、いまから試算はされるんですけれ

ど、山田知事は、お金の試算とは別なんだと。「経済
波及効果でいえば、波及を勝ち取るためにやることな
ので、お金は後からついてくる」という趣旨の答弁が
ありました。これも知事としてはまったくひどい話な
んですけれど、新幹線建設ありきということで今進ん
でいます。「できるだけ負担したくない」「だけど新幹
線は来て欲しい」ということです。京都市に負担して
ほしいという思惑と国に負担して欲しいという思惑で
はないでしょうか。

安倍政権が進める真逆の方向　それを府市一体で一気に進める

スーパーゼネコンが潤う大型プロジェクト

北陸新幹線とリニア

　 ３、 京都府の方針と具体化－府市一体、関西全体で動き出している
　　　 巨額の投資と再開発
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　３つ目は、観光政策です。京都市内に観光客がたく
さん来られるということもあって、京都府は丹後地域
の「海の京都」、中丹・南丹の「森の京都」、京都市以
南の「お茶の京都」、乙訓地域の「竹の里乙訓」とい
う立て方で、５年間の地方創生交付金がありますよ
ね。それで毎年集中的につくって行って、「海の京
都」は去年、「森の京都」は今年、「お茶の京都」は来
年がターゲットイヤーということでどんどん進んでき
ております。そこで、観光DMOなどを作って府職員
を派遣しながら、JTBの人だとかJASの人を呼んで
商品開発をするということが今進んでいます。そして

国際クルーズの誘致を始めてますけれども、これも海
外から人をよんでくる、京都市内も含め、丹後も含め
周遊してもらうということとともに、９月の補正予算
では舞鶴からたたくさん乗ってもらうことも検討する
という形になろうとしています。ですので、京都市内
の観光一辺倒というような施策と京都府域の施策は呼
応しながらものごとが進んでいて、実際泊まろうと思
ったら京都市内に泊まるしかないわけですから、ビジ
ネスホテルの建設ラッシュが京都市内は爆発的に進ん
でいるということになっています。

ホテル建設ラッシュと観光政策

　４つ目は、京都市域と京都府域全体のことを３で言
いましたけれども、亀岡との関係も非常に大きくあり
まして、今、亀岡スタジアムの建設計画が進んでおり
ますけれども、ただ単にスタジアムを作るだけではな
くて賑わい施設も一体的につくるということになって
おります。賑わい施設とは本来何かということで、こ
れも日本再興戦略の中で「スポーツの成長産業化」と
いうことが打ち出されていまして、亀岡市も言ってお
られますけれども、亀岡市は「フットボールパーク構
想」といっています。スポーツの成長産業化を打ち出
した再興戦略では「ボールパーク構想」と打ち出され
ていますけれども、それは何かというと、「東北楽天
イーグルスの球場は年間80日しか使わないので、それ
以外は観覧車などを作って賑わい施設で集客します」

と。もう１つはDeNA横浜ですね、あそこのスタジア
ムも80日ぐらいしか使わないので、それ以外は周辺を
大規模再開発して、ホテルだとか観覧車だとか作られ
ていますけど、ああいうものが計画されて実施されて
います。そういうことに目をつけて、今、スポーツの
成長産業化ということで、サッカーでは初めてです。
「ボールパーク」というのは。これが、今、計画され
ようとしています。何がどうなるのかというのは、ま
だ亀岡市民にも京都府民にも説明されてませんので、
はっきりとはわかりませんけれども、「とにかくスタ
ジアムを作る」ということだけではなくて、京都市か
ら人を引っ張ってくるということが計画的にされてい
るということです。

にぎわいを目的のスタジアム計画

　もう１つの特徴は５つ目に書きました。「イノベー
ションベルト構想」というのが、もともと京都府市の
計画にありまして、京都市南部地域を規制緩和しなが
ら学研地域に至るまで、イノベーションベルトを作る
ということで、一番特徴的なのは特区指定がもうすで
にされています。12月の補正予算で理化学研究所（理
研）を呼んでくるということがありまして、理研に３
億円、10分の10補助するということになりました。理
研というのは研究機関ですけれども寡占大企業ですの
で、これになんで京都府が３億円も出す必要があるの
かと。しかも、この３億円だす場所というのは、中小
企業のイノベーション、成長をはかる場所なんです。
そこを３億出して作り替えて全部理研に渡しますとい
うことになってまして、その名目がイノベーションベ
ルト構想です。今、IPSのお金が政府から山ほどつき

ますから、それを使ってIPS関係の研究開発を理研に
やってもらおうと。そうした時に、中小企業の仕事が
増えるはずがないやないかと。だけど、京都府の説明
によると、IPSの関係のニッチな産業は山ほどある
と。例えば、血液を運ぶ入れ物だとかですね、そうい
う話です。そういう部分に仕事が行くはずだから、こ
れは中小企業にとってもいいんですと。京都で対応で
きるのはどこがあるのかというとわずかなわけで、そ
こに京都府が３億円も金を出してやっていくというこ
とが果たしていいのか。こういう「イノベーションベ
ルト構想」というのは、京都市南部から広くは神戸も
IPSの集中点でもありますけれども、そういうこと
が、今、京都府域では京都市と一体でやられようとし
ています。これから開発や産業政策をやりながら道路
の整備なども進んでいます。

京都市南部からの「イノベーションベルト構想」
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　最後に、一番最初に言った文化庁移転にも関わるん
ですけれども、2020年のオリンピック・パラリンピッ
クに向けて、大きい開発が動き出しますけれども、北
陸新幹線がオリンピックに間に合うわけではありませ
ん。その先で言うと、大阪は「大阪万博」と言うこと
が、今１つの旗印になっています。そこには「レガシ
ー残さないといけない」というふうに政府の意向もあ
って、IRを急遽だしてくるということになりました。

2020年超えたら2025年、その先にはIRと。こういう流
れの中で、京都は文化を旗印に観光政策で人を呼んで
きて、京都市が京都市域周辺の再開発規制緩和なども
どんどんやっていって、古い町並みを壊しながら、ビ
ジネスホテルがどんどん出来ていき、それが行き詰ま
れば転用できるということが検討されているようです
ので、こういう流れが今、ドラスチックに進んでいる
ということを全体として掴む必要があると思います。

　最後に、ここで述べたかったのはやはり共同の条件
が非常に広がっているということです。経済や雇用で
の共同、なかでも保守との共同ということを意識して
やらないといけないと思っておりまして、議員団とし
ても、文化財修復懇談会・シンポジウムなどもやって
きました。これはもう３回積み重ねてきていますの
で、そういう一つひとつの中で、まじめに経済政策、
産業政策にとりくんでいるのは共産党だという信頼
が、部分ですけど広がってきています。南丹の農業調
査なども行きましたけれども、ここでも保守系議員の

支援者のような方が出てきて、一生懸命事態を説明さ
れていました。「農業潰し」のようなことに対して、
保守も革新もなく、「もうあと５年したら地域がだめ
になるからなんとかしてほしい」という段階に来てい
る点で一致する。努力をすれば京都全体の変化も作れ
るんではないかなと思います。経済、雇用の共同とい
う点ではLDAの闘いが非常に重要だとあらためて思
ってまして、今日、国政交渉もされていますし、その
成果も生かしながら議員団としても先頭に立ちたいな
と思っております。

オリンピック・万博・カジノ構想　まちこわし

　 ４、暴走の破たんと共同の広がり－運動と闘いの広がり
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人　　　　　　口 世　　　　　　帯

総数 総世帯 一般世帯対前回（平22）
増減数

対前回（平22）
増減率 男 女 対前回（平22）

増減数
対前回（平22）
増減率

1世帯当たり
人員

人 人 ％ 人 人 世帯 世帯 世帯 ％ 人
京都府 2,610,353 ▲	25,739 ▲	1.0 1,248,972 1,361,381 1,152,902 1,151,422 30,982 2.8 2.22
京都市 1,475,183 1,168 0.1 699,748 775,435 705,874 705,142 24,508 3.6 2.05

北　区 119,474 ▲	2,563 ▲	2.1 56,984 62,490 56,804 56,721 406 0.7 2.06
上京区 85,113 1,849 2.2 39,212 45,901 46,849 46,803 3,455 8.0 1.79
左京区 168,266 ▲	536 ▲	0.3 81,338 86,928 83,423 83,306 1,365 1.7 1.96
中京区 109,341 4,035 3.8 50,377 58,964 59,085 59,048 3,314 5.9 1.84
東山区 39,044 ▲	1,484 ▲	3.7 16,694 22,350 21,381 21,353 296 1.4 1.78
下京区 82,668 3,381 4.3 37,933 44,735 47,206 47,181 3,666 8.4 1.74
南　区 99,927 1,183 1.2 49,725 50,202 47,094 47,068 2,096 4.7 2.10
右京区 204,262 1,319 0.6 96,673 107,589 94,525 94,425 3,707 4.1 2.13
伏見区 280,655 ▲	3,430 ▲	1.2 134,441 146,214 125,947 125,828 2,373 1.9 2.18
山科区 135,471 ▲	574 ▲	0.4 64,273 71,198 60,451 60,348 2,111 3.6 2.17
西京区 150,962 ▲	2,012 ▲	1.3 72,098 78,864 63,109 63,061 1,719 2.8 2.36

福知山市 78,935 ▲	717 ▲	0.9 39,156 39,779 32,170 32,065 1,275 4.1 2.37
舞鶴市 83,990 ▲	4,679 ▲	5.3 41,694 42,296 34,709 34,619 ▲	776 ▲	2.2 2.33
綾部市 33,821 ▲	2,015 ▲	5.6 16,197 17,624 13,766 13,734 ▲	254 ▲	1.8 2.39
宇治市 184,678 ▲	4,931 ▲	2.6 89,014 95,664 73,317 73,218 401 0.6 2.47
宮津市 18,426 ▲	1,522 ▲	7.6 8,726 9,700 7,738 7,710 ▲	455 ▲	5.6 2.30
亀岡市 89,479 ▲	2,920 ▲	3.2 43,267 46,212 33,915 33,863 274 0.8 2.60
城陽市 76,869 ▲	3,168 ▲	4.0 36,952 39,917 29,884 29,837 ▲	93 ▲	0.3 2.52
向日市 53,380 ▲	948 ▲	1.7 25,387 27,993 21,356 21,345 78 0.4 2.48
長岡京市 80,090 246 0.3 38,789 41,301 32,491 32,449 963 3.1 2.43
八幡市 72,664 ▲	1,563 ▲	2.1 35,212 37,452 29,259 29,238 456 1.6 2.46
京田辺市 70,835 2,925 4.3 34,728 36,107 29,693 29,660 1,839 6.6 2.35
京丹後市 55,054 ▲	3,984 ▲	6.7 26,353 28,701 20,469 20,425 ▲	227 ▲	1.1 2.63
南丹市 33,145 ▲	2,069 ▲	5.9 16,057 17,088 12,783 12,731 85 0.7 2.47
木津川市 72,840 3,079 4.4 34,805 38,035 26,656 26,624 2,254 9.2 2.71
大山崎町 15,181 60 0.4 7,385 7,796 5,993 5,987 240 4.2 2.52
久御山町 15,805 ▲	109 ▲	0.7 7,699 8,106 6,216 6,212 344 5.9 2.51
井手町 7,910 ▲	537 ▲	6.4 3,840 4,070 3,059 3,058 ▲	51 ▲	1.6 2.56
宇治田原町 9,319 ▲	392 ▲	4.0 4,647 4,672 3,232 3,228 133 4.3 2.86
笠置町 1,368 ▲	258 ▲	15.9 644 724 573 573 ▲	58 ▲	9.2 2.39
和束町 3,956 ▲	526 ▲	11.7 1,846 2,110 1,445 1,444 ▲	64 ▲	4.2 2.70
精華町 36,376 746 2.1 17,390 18,986 12,775 12,767 662 5.5 2.82
南山城村 2,652 ▲	426 ▲	13.8 1,256 1,396 1,068 1,068 ▲	60 ▲	5.3 2.48
京丹波町 14,453 ▲	1,279 ▲	8.1 6,817 7,636 5,448 5,434 ▲	216 ▲	3.8 2.59
伊根町 2,110 ▲	300 ▲	12.4 1,006 1,104 873 871 ▲	65 ▲	6.9 2.37
与謝野町 21,834 ▲	1,620 ▲	6.9 10,357 11,477 8,140 8,120 ▲	211 ▲	2.5 2.63

項目 単位 平成２ 平成７ 平成12 平成17 平成22 平成27 15/90 15/90（市全体）1990 1995 2000 2005 2010 2015
人口 人 173,282 172,030 171,556 169,587 168,802 168,266 97.11 100.96
　15未満 人 23,612 20,537 18,930 17,778 17,430
　15～64 人 123,717 123,641 117,996 115,039 106,712
　65以上 人 24,079 27,641 31,778 35,116 38,490

1991 1996 2001 2006 2009 2014 09～14 09～14（市全体）
事業所数 9,671 9,106 8,540 7,456 7,740 7,222 93.31 92.77
　建設業 530 535 497 431 498 447 89.76 88.64
　製造業 672 586 515 405 422 388 91.94 89.71
　卸売業・小売業 2,688 2,385（99） 2,142（02） 1,916 1,911 1,661 86.92 90.10
　宿泊業、飲食サービス業 1,250 1,269 1,184 93.30 85.98
　医療・福祉 537 519 588 113.29 120.44
事業所従業員数 人 65,558 68,094 66,765 66,272 75,388 72,847 96.63 97.67
　建設業 人 3,812 3,621 3,013 2,425 2,825 2,369 83.86 85.55
　製造業 人 4,929 4,505 4,011 3,553 3,762 2,741 72.86 88.55
　卸売業・小売業 人 11,986 13,852（99） 13,363（02） 13,772 13,617 12,262 90.05 95.10
　宿泊業、飲食サービス業 人 8,087 9,699 9,471 97.65 93.91
　医療・福祉 人 10,175 10,982 12,634 115.04 126.53

1990 1995 2000 2005 2011 2016 90～11 90～11（市全体）
製造品出荷額 百万円 41,453 36,502 28,470 27,215 20,544 49.56 76.51

1991 1999 2002 2007 2012 2014 91～14 91～14（市全体）
商業年間販売額 百万円 275,232 269,857 220,954 237,299 152,164 173,623 63.08 52.98

1990 1995 2000 2005 2010 2015 90～15 90～15（市全体）
農家数 戸 777 653 549 481 483 404 51.99 71.12
　販売農家数 戸 302 239 208 184 157
経営耕地面積 ha 250 206 176 159 156 92 36.80 69.82
労働力人口 人 83,552 84,857 80,256 80,426 78,813
　就業者 人 81,367 80,980 76,945 76,049 74,538
　完全失業者 人 2,185 3,877 3,311 4,377 4,275
保育所数 33 31 31 31 29 30 90.91 98.86
　在籍者数 人 2,172 2,169 2,263 2,519 2,632 2,858 131.58 129.08
幼稚園数 21 20 18 18 18 17 80.95 85.11
　園児数 人 2,366 2,014 1,856 1,922 1,792 1,729 73.08 70.56
小学校数 29 29 28 28 27 26 89.66 86.38
　児童生徒数 人 10,552 9,295 8,145 7,942 8,198 8,061 76.39 70.69
中学校数 16 16 15 16 14 15 93.75 98.06
　児童生徒数 人 6,311 5,478 4,870 4,199 4,148 4,924 78.02 65.69

1990 1995 2000 2005 2010 2014 90～14 90～14（市全体）
病院数 22 18 16 16 16 15 68.18 71.62
　病床数 4,204 4,025 3,915 3,844 3,743 3,541 84.23 87.36
診療所数 205 220 234 229 225 208 101.46 102.58
　病床数 158 149 144 84 74 51 32.28 36.47
歯科診療所数 86 88 96 101 105 103 119.77 112.45

2009 2016
介護保険施設数 15 17
　老人福祉施設数 6 7
　老人保健施設 7 8
　療養型医療施設 2 2

平成27年国勢調査確定数　

左京区の統計データ　　

人口 世帯
増加 減少 増加 減少

４市２町 11市９町村 10市４町 ５市７町村

（市町村別の人口・世帯数の増減状況）

（注１）事業所数と従業員数は、2009年以後「経済センサス」で調査、それ以前の「事業所・企業統計調査の数字と比較できない。
（注２）保育所数と同在籍者数の2015年欄は2014年の数字。
（注３）介護保険施設数は、2009年から調査方法の変更等で、それ以前とは単純比較できない。

2016年11月　　府企画統計課発表資料
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景観を守り、市民の暮らし・生業が元気な京都に…京都再生のために

大企業が活動しやすい京都「京都が京都でなくなる」

「呼び込み型」ではなく、京都の活性化へ　「別の道」を

日本共産党京都市会議員団　

１、安倍政権のすすめるアベノミクス・成長戦略…大型開発と規制緩和、地方創生総合戦略

（１）「大型開発」と「規制緩和」推進…世界で一番企業が活動しやすい国へ

（２）「地方創生総合戦略」…大企業が活躍できる地域づくり、「稼ぐ力」を自治体に求める

２、国の成長戦略に率先して応え、自治体の役割を投げ捨てる

（１）「まち・ひと・しごと・こころ京都創生総合戦略」から「京プラン　後期実施計画」へ

（２）新景観政策（2007年）に自ら穴。市民の財産を企業の儲けのために提供

３、「京都壊し」の新たな段階…５つの問題

（１）京都駅周辺開発…都市計画の見直しで大手資本が自由に進出・開発できる地域に
　　■「京都駅西部エリア活性化将来構想」…「賑わい」と「集客」のゾーン
　　　▽「京都市中央市場施設整備基本計画」
　　　▽JR新駅（梅小路新駅）建設
　　■京都駅東南部エリア活性化計画
　　■東部エリア

（２）「宿泊施設拡充・誘致方針」…京都市内にさらに６千室の宿泊施設確保のための方針

（３）市民の財産を企業の儲けのために差し出す
　　①学校跡地活用…企業のもうけのために番組小学校という市民の財産を差し出す
　　②京都市美術館のネーミングライツ問題

（４）住民の声を無視し、世界遺産である二条城・下鴨神社の景観を破壊

（５）大型公共事業計画が一挙に浮上…新たな市民負担と環境破壊
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　井坂博文京都市会議員団幹事長が行った「京都市内の開発問題」についての学習会での
報告をベースにまとめたものです。

　京都は、規制緩和による商業施設やホテルの呼び込
みや再開発、市民の財産の切り売り、新たな大型公共
工事の呼び込みなどによって「京都が京都でなくな
る」新たな事態に直面しています。京都破壊の新たな
事態、国や財界いいなりで京都破壊を進めてきた行政
の責任を明らかにするとともに「市民の暮らし・生業
が元気な京都にするための別の道」を考えるための問
題提起です。

１、�安倍政権のすすめるアベノミクス・成長戦略
…大型開発と規制緩和、地方創生総合戦略

（１�）「大型開発」と「規制緩和」推進…世界で一番
企業が活動しやすい国へ

　	　安倍政権は、「アベノミクス」推進として、公共
事業による財政出動を経済対策・景気対策と位置付
け、高速道路や巨大港湾、大規模再開発プロジェク
トなど新規の大型開発事業に多額の予算を投入。さ
らに、「企業が稼ぐ力を取り戻す」「世界で一番企業
が活動しやすい国にする」など財界・大企業のため
の国際競争力の強化を前面に押し出した成長戦略を
推しすすめています。
＊	2050年を視野に今後の国土づくりの理念や考え方を示
した新たな「国土のグランドデザイン2050」（国土交通
省）。「国土形成計画」、「国土強靱化」、「国家戦略特区」
政策などにより、「国際競争力の強化」「規制緩和」「選
択と集中」など、財界・大企業に奉仕するインフラ整
備を加速させている。

　	　とりわけ、「国土形成計画」などで、リニア中央
新幹線を核として首都圏・中部圏・近畿圏を一体化
した拠点とする世界最大のスーパー・メガリージョ
ンを構想し、それを軸とした国際経済戦略都市づく
りに向け、大都市圏の大規模開発事業が活発化。ま
た、2020年東京オリンピックや訪日外国人誘致を目
的にした「大型開発」と「規制緩和」が自治体に押
し付けられようとしています。

（２�）「地方創生総合戦略」…大企業が活躍できる地
域づくり、「稼ぐ力」を自治体に求める

　	　いま地方自治体は、福祉・医療、少子化と高齢
化、地域振興と若者の定住、防災・減災など、課題
が山積です。ところが安倍政権は、大企業だけが潤
うアベノミクス、地域産業の打撃となるTPP推進、
福祉の切り下げと消費税増税、さらなる「地方行
革」、行政サービスと施設等の「集約化」（公共施設
等総合管理計画…統廃合などで集約化を狙う）、地
方交付税の削減など、住民生活と地方自治体の運営

を脅かす方向を推進しています。人口減や地方の衰
退を逆手にとって打ち出した「地方創生総合戦略」
は、行政サービス・公共施設の「集約化」や「公的
サービスの産業化」など、地域の活性化に逆行し、
新たな地方切り捨てとなる重大な内容を含むものに
他なりません。
　	　また、地方自治法に定められた「住民福祉の増進
を図る」という本来の役割を地方自治体が果たせる
よう、財源保障することが政府にもとめられている
にもかかわらず、安倍政権は、地方交付税制度のあ
り方を歪める「トップランナー方式」を導入するな
ど、地方財政の削減をねらっています。
＊	「トップランナー方式」（2016年度から導入）…民間委
託・民営化など「行革」が進んでいる自治体（＝トッ
プランナー）の低い経費を基準に地方交付税が算定さ
れる。地方交付税の削減につながるとともに、「行革」
などを誘導することになり、地方交付税制度本来の趣
旨に根本から反するもの。

＊	「公的サービスの産業化」…医療や介護、保育などの
社会保障の分野や、自治体の窓口業務などについて、
民間企業の参入を促進させること。〝利益第一〟の民間
企業の参入促進によって、公的サービスの後退や住民
の負担増、個人情報の漏えいなどが危惧される。

２、�国の成長戦略に率先して応え、自治体の役
割を投げ捨てる

（１�）「まち・ひと・しごと・こころ京都創生総合戦
略」から「京プラン　後期実施計画」へ

　	　京都市は、2015年秋、国の「地方創生総合戦略」
の京都版として「まち・ひと・しごと・こころ京都
創生総合戦略」を策定。人口減少対策を口実に、
「稼ぐ力」を持った京都市をめざし、新たな規制緩
和と再開発、公共施設の集約化と売却活用、行政サ
ービスの削減を打ち出しました。
　	　さらに、2015年策定の「京プラン　後期実施計
画」では、より踏み込んで「民間活力を徹底的に活
かすための環境整備」として「多様な民間投資を促
進するための柔軟な都市計画手法の活用」「市有地
・民有地の産業用地としての積極的な活用」を明
記。大企業が自由に活躍できるよう市が全面協力す
る方向が打ち出され、市民の財産である公共施設に
ついても「経営資源」と位置づけ、「施設の統廃合
などに伴い、役割を終えた土地などの貸し付けや売
却」をすすめ、学校跡地や市営住宅跡地を企業のも
うけのために差し出す計画が打ち出されました。
　	　その一方で、「京プラン　後期実施計画」は、「社
会福祉関連経費、公営企業への繰り出し金をふくむ
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（平成28年７月１日、京都市第１回東南部エリア活性化方針策定委員会資料より）

消費的経費のすべての予算について、改革を徹底
し、前期実施計画で見込んだ以上の財源を確保しま
す」と宣言。いっそうの市民サービス切り捨て・負
担増など、自治体の公的責任を投げ捨てる方向を鮮
明にしました。

（２�）新景観政策（2007年）に自ら穴。市民の財産を
企業の儲けのために提供

　■�ホテル建設、再開発のための規制緩和
　　・	2008年に高度地区に定められている地域にある

建物について、高さ規制を「特例許可」で外
す。（京都大学附属病院が31メートルの建築が
可能に）。

　　・	2011年・12年、高度地区の規制を適用除外する
地区計画の手法で高さ規制を緩和。岡崎地区・
島津製作所（西ノ京、桑原地区）の高さ規制を
緩和。住民主導でその地区にふさわしいまちづ
くりを誘導するための地区計画が、「公共施設
しかない地区」「島津製作所の敷地」といった
住民の調整が不必要な地区を狙っての規制緩和
が行われました。

　　・	2015年１月、京都市は「エココンパクトな都市
構造を目指した都市計画の見直し」（案）を提
案。鉄道駅周辺を対象に５つの重点地域を設
定。規制緩和を進め外国資本や大手企業が自由
に進出・活動しやすい条件整備を行うことが可
能に。

　　　→	５つの重点地域とは①京都駅周辺、②太秦天
神川駅周辺、③竹田駅・くいな橋駅周辺、④
桂川駅・洛西口駅周辺、⑤らくなん進都…十
条駅・上鳥羽駅周辺

　■�「資産の有効活用」として市民の財産を企業の儲
けのために差し出す…詳細は3-③を参照

　　△	2011年「学校跡地活用の今後の進め方の方針」
を策定。民間事業による学校跡地活用も可能
に。2012年「京都市資産有効活用基本方針」
「学校跡地の長期・全面的な活用に関する提案
の募集要領」を発表。2015年民間等事業者（ホ
テルなど）による学校跡地の更なる有効活用に
向け「事業者登録制度」を創設。

　　△	2015年３月に「京都市公共施設マネジメント基
本計画」策定。「本市が保有する公共施設に係
る現状と課題を分析し、効率的かつ効果的な維
持修繕による長寿命化や施設保有量の最適化な
ど、保有する公共施設を資産として最適に維持
管理し、有効活用を図る取組」とし、京都市の
保有するすべての公共施設をふるいにかけ、効
率的な維持修繕、資産として有効活用するとい
うものです。

　■�「宿泊施設拡充・誘致」方針（2016年10月）…過
大な外国人観光客誘致目標を掲げ、外国人宿泊客
のために新たに6000室の宿泊施設確保を打ち出す

３、「京都壊し」の新たな段階…５つの問題

（１�）京都駅周辺開発…都市計画の見直しで大手資本
が自由に進出・開発できる地域に〈資料①〉

　	　京都駅周辺から、梅小路公園、京都水族館、鉄道
博物館、中央市場、リサーチパークへと広がる地域
では、「賑わい」「新たな集客」をスローガンに、都
市計画的（面的）な規制緩和の仕組みや市長の権限
を使って大規模な賑わいゾーン、集客施設（宿泊施

〈資料①〉
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（日本共産党京都市会議員団作成）

設も含む）の創出が進められようとしています。
＊	京都駅周辺の整備目標：「京都の玄関口である京都駅及
びその周辺において、梅小路公園敷地への京都水族館
・鉄道博物館の建設による魅力向上により見込まれる
年間500万人の集客、JR西日本山陰線新駅設置により
飛躍的に向上する交通利便性を生かし、『新たな集客施
設』『和食』のユネスコ無形文化遺産登録を契機とした
『京の食文化』『産学公連携の新産業創出』などの新た
な京都の魅力作りめざし、大規模低未利用地の土地利
用転換等による戦略的な土地利用の促進を図ることに
より、災害にも強く、観光客を含む様々な人々が交流
できる広域的かつ多機能な複合拠点を形成」と述べて
います。

　	　京都駅周辺を次々と規制緩和。その経過を見る
と、2011年の東北での大震災を受けて「帰宅困難者
対策」を口実に2013年・都市再生緊急整備地域を大
きく京都駅の北側に拡大し、2002年の12㌶が2015年
で162㌶に（13.5倍に）〈資料②〉。2014年５月に京
都駅周辺を「高度利用地区」に指定。これによっ
て、近隣商業地域や第一種住居地域では容積率を
100％加算することできるようになり、京都駅周辺
にボリュームの大きな建物を呼び込むことが可能に
なりました。
＊	「都市再生緊急整備地域」指定…都市計画等の特例と
して、土地利用における規制の緩和や事業許可等にお
ける手続期間の短縮。民間都市再生事業での国土交通
大臣の認定による特別な金融支援および税制措置。下
水の未利用エネルギーにおける民間利用や道路の上空
利用に関する規制の緩和。民間都市再生事業計画にお
ける国土交通大臣認定の迅速化。民間都市開発プロジ
ェクトでの許認可等の手続きおよび実施に必要な都市
計画決定の迅速化。更なる税制支援等による民間都市

　	開発を対象とした支援。都市拠点におけるインフラの
整備を対象とした予算支援など、民間業者が都市計画
を提案し、それを行政が迅速に支援するものであり、
都市計画を民間業者の手にゆだねることに。

＊	「高度利用地区」指定…「都心商業地域などで老朽化
した建築物の建て替えによる都市機能の更新を適切に
誘導するための容積率の特例制度」容積率の加算がで
きる地区。

　	　2015年１月には「エココンパクトな都市構造めざ
した都市計画の見直し」とする「駅周辺における地
域地区の見直し（案）」を発表。「見直し案」では高
さについては20メートルを31メートル緩和、さらに
住居専用地域を商業地域に見直し、容積率200％を
最大で３倍の600％に緩和する方向が打ち出され、
新景観政策に穴をあけ、まち壊しの新たな段階に踏
み込む提案になっています。
　■�「京都駅西部エリア活性化将来構想」（2015年３
月）…「賑わい」と「集客」のゾーンの創出

　　	　2013年に「京都駅西部エリア活性化」にむけて
の検討会議が立ち上がり、2015年に将来構想策
定。第一市場、梅小路公園、鉄道博物館、リサー
チパークなどを含む地域の開発めざし、都市再生
緊急整備地域として、大企業の自由な開発が可能
になり、新たな「賑わい」「集客」を作り出すこ
とを目的としました。この「西部エリア活性化構
想」について2016年９月市会で市当局は、「この
地域の規制緩和によって、賑わいゾーンと一体に
長く滞在してもらえるような施設…ホテル建設は
重要な観点」と答弁。この開発は、賑わいゾーン
や集客施設に人の流れを誘導するものであり、七

〈資料②〉
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Ｊ
Ｒ
丹
波
口
駅

JR新駅
（計画地）

（京都市の資料より）

京都市中央卸売市場整備案

〈現　状〉 〈整備案〉

〈資料④〉

条商店街など「地域の活性化につながるのか」不
安の声が出るのも当然です。

　　	　2016年11月の都市計画審議会では、さらに規制
緩和を進める決定が行われました。第一に、「高
度利用地区の指定」（七条新千本地区）→誘導用
途（ホテル・旅館）が２分の１以上の場合、容積
率を最大200％緩和（400％を600％にできる）。第
二に、「用途地域の変更」（梅小路公園北側）→近
隣商業地域、容積率200％を300％に、建蔽率を60
％から80％にできる。中央市場の再整備に伴う七
条通り沿いの0.7haの土地、宿泊施設のため「高
度利用地区」指定となり、JR社宅用地活用など、
水族館の西側に温泉を掘って宿泊施設または娯楽
施設などが計画されることに。〈資料③〉

　▽�「京都市中央市場施設整備基本計画」（2015年３
月）

　　	　「京都駅西部エリア活性化構想」に組み込ま
れ、資料④にあるように「賑わいゾーン」「有効
活用地」などを作りだしています。「活性化に貢
献する」「賑わいゾーンを創出し民間活力を最大
限活用する」、「効率的で有効な施設の活用」とし
て高層化（31メートル）も打ち出しています。

　　	　10年間で600億円という大規模な整備計画が打
ち出されている第一市場について、「新たな施設

に仲卸業者が引き続きはいれるのか」「大規模な
整備費、管理運営費などの費用負担はどうなるの
か」などを2016年９月議会で質したところ、市当
局は「国補助金・市債で40％、使用料などの収入
で60％」。「取扱量を10％増大させることで自己収
入を増大させる」と答弁と。この見通しに対し様
々な疑問が出されています。第一に、使用料負担
は171億円で残りは市民の負担になりかねない。
第二に、物流は３大都市圏の市場に集中、これま
で以上に取扱量が増える保障はない。第三に「賃
料の引き上げ検討」を示唆していますが「売上高
10億円以上の仲卸業者の割合を青果で今の29％を
50％に。水産では20％を30％に」「統合・再建し

（2016年11月16日付「京都新聞」より）

〈資料③〉
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（京都市の資料より）

て経営がしっかりした仲卸業者を育成していくこ
とが公的機能を果たすことに」として経営力のあ
る卸業者だけが生き残れる計画になっているなど
問題です。〈資料④〉

　▽�JR新駅（梅小路新駅）建設…今年９月下旬に着
工し、平成31年春完成目指すとされています。駅
舎建設費49億円の内、京都市負担15億円とされて
いますが、「なぜJRの新駅建設費を15億円も市が
負担するのか」合理的説明はありません。さら
に、梅小路公園再整備（駅周辺の歩行者空間整
備、バス駐車場再整備）3.3億円。新駅と第一市
場の賑わいゾーンを結ぶ歩行者空間整備（歩道橋
整備、屋根設置、バリアフリー、エレベーター）
5.2億円。これらは、第一市場の賑わいゾーン、
梅小路公園、鉄道博物館などに誘導するためのも
のにほかなりません。〈資料⑤〉

　■�京都駅東南部エリア活性化計画…2016年７月「京
都駅東南部エリア活性化方針策定委員会」で検討
が開始され2017年活性化方針確定へ。崇仁地域
（東部エリア）への京都芸大移転を契機にして、
文化・芸術によるまちづくりを進める計画。現
在、住宅地があることなどによる地域資源を生か
し、若者の移住促進、創出される新たな人の流れ
をより大きなものにするため、商業・業務・サー
ビス機能の集積をはかるとされています。閉校し
た山王小学校跡地の活用も検討対象に。

　■�東部エリア…2015年「京都市市立芸術大学移転整

備基本構想」が打ち出され、崇仁地域には市立芸
術大学が移転の方向。これに伴う高さ規制緩和な
どが問題になります。この芸大移転を核に民間の
文化団体や芸術家が集い、交流し、まちが賑わ
い、世界に発信する「文化芸術・京都」の新たな
シンボルゾーン、文化庁のサテライト機能を持つ
地域を目指すとされています。

　■�東九条西山王町地区計画では、京都の玄関口にふ
さわしい拠点地域として、商業・業務・宿泊機能
の更新・充実、集積を図るための規制緩和。JA
会館の建て替えを機に、土地の高度利用を図ると
して、容積率、600％を720％に。400％を520％に
ボリュームアップを提案。JA会館の建て替えは
宿泊施設などの用途を誘導することになります。
＊	京都駅八条口駅前整備計画…京都駅周辺開発の一環と
して2016年12月オープン。

（２�）「宿泊施設拡充・誘致方針」…京都市内にさら
に６千室の宿泊施設確保のための方針

　	　京都市は、2016年８月31日「宿泊施設拡充・誘致
方針」を発表し、根拠のない過大な観光客誘致見通
しを前提に、住居専用地域などへの「特例許可」を
拡大し、都市計画の緩和でオリンピックに向け無秩
序なホテル建設を促進しようとしています。
→	旅館業法申請の激増、中高層届け出件数も激増
	 〈資料⑥、⑦〉

　	　第一に、京都市は、2020年のオリンピックに向

〈資料⑤〉
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ホテル名 開業予定日 客室数

オ
ー
プ
ン

ホテルユニゾ京都四条烏丸 2014年10月２日 281
東急ハーヴェストクラブ京都鷹峰＆VIALA 2014年10月
ホテルグラン・エムズ京都 2014年10月末 119
サクラテラスネクスト 2015年春
翠嵐 2015年３月23日 39
ベネッセホテルカンパーナ京都五条 2015年９月３日 238
アマンリゾーツ京都鷹峰 2015年９月 21
ザ・ビー京都三条 2015年10月13日 58
アーバンホテル京都二条プレミアム 2015年10月29日 169

２
０
１
６
年

カプセルホテル　センチュリオンスパ 2016年４月
アーバン京都　清水五条 2016年春 38
ホテルグレイスリー京都三条 2016年７月１日 97
グランエムズイン東山 2016年７月 15
ダイワロイネット京都七条 2016年夏 205
ユニバーサルホテル烏丸九条 2016年夏 424
フォーシーズンズホテル京都 2016年９月 179
ソラリア西鉄ホテル京都 2016年秋 200
アーバイン京都河原町六条 2016年秋 28
カンラ増室 2016年11月 68（＋39）
グランエムズ２号店　四条大宮 2016年12月 190
グランエムズイン　二条 2016年12月 26
からくさ　ザイマックス 2016年 36

２
０
１
７
年

グランエムズ３号店 2017年１月 120
アパホテル京都駅北 2017年４月 105
ホテル京阪　高島屋裏 2017年春 200
相鉄フレッサイン　京都駅八条口 2017年春 138
相鉄フレッサイン　京都四条烏丸 2017年春 146
ホテルグレイスリー京都新京極 2017年５月 128
ABホテル京都四条大宮 2017年６月 190
グランベルホテル 2017年７月 105
ホテルユニゾイン河原町 2017年夏 150
アーバイン京都　四条大宮 2017年春 134
ホテルリソル京都・三条河原町 2017年９月 144
三井　京都祇園小松町ホテル 2017年秋 163
グランビスタ 2017年冬 153
センチュリープレサンスロジェ 2017年 50
長居パークホテル系列 2017年 97

合計部屋数 ４3８6

け、国が4000万人外国人誘致目標を持っていること
を理由に440万人の外国人観光客誘致が京都市内に
見込まれるとして、今ある３万室に加え新たに１万
室（現在4000室は確保のメドありと〈資料⑧〉）の
宿泊施設が必要とする「方針」を打ち出しました。
そうした過大な目標の客観的な根拠は示されていな
いばかりか、オリンピック後の需要がどうなるのか
といった見通しもない「方針」です。このような大
規模な観光客を呼び込み宿泊施設を拡充誘致するこ
とで、京都の景観は守れるのか、住民との調和は可

能か、地域に根差した歴史文化・伝統の深い発信が
できるのかなどの検証は示されないまま、「とにか
く外国人観光客増を受け入れる宿泊施設が必要」と
して、後先考えずホテル建設に走っています。
　	　第二に、「方針」は宿泊施設の大幅増のために、
宿泊施設の立地が制限されている地域（住居専用地
域、工業地域、市街化調整区域）に「上質な宿泊施
設」建設を「特例」で認めようとするものです。都
市計画の制限と京都独自の景観条例で守られてきた
京都の街を無秩序な開発にさらすことになります。
＊	2015年度東山ホテル（フォーシーズンズ）、2016年オリ
ックス京都嵐山荘、2018年北区「紙屋川庭園ホテルプ
ロジェクト」は、「特例」措置での建設です。

	 〈資料⑨〉

　	　第三に、「民泊」については、「違法な民泊」は取
り締まるとしていますが、住所さえ特定できない
「違法な民泊」が数千規模で有り、現状の体制では

〈資料⑧〉

（「ねっとわーく京都」2016年９月号より転載）

（日本共産党京都市会議員団作成）

〈資料⑥〉

〈資料⑦〉
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その一つひとつをチェックし指導することは困難で
す。しかも、京都市の「方針」では、「良質な民泊
は進める」としており、むしろ住居専用地域などへ
の拡大が懸念されます。京都市が打ち出した「民
泊」への「指導要綱」についても、周辺住民への説
明や合意、「玄関帳場があり、従業員が常駐して対
応する」という根本問題への対応は不明確なままで
す。〈資料⑩〉
　	　第四に、大手資本・外国資本のホテル誘致、大手
旅行会社中心の観光を前提にした「拡充・誘致方
針」では、京都経済の活性化に結び付きません。京
都市は宿泊施設拡充・誘致により「伝統産業、文化
の発展、雇用の創出」に寄与すると説明しますが、
ホテルへの伝統工芸品の納品といった一時的、部分
的な影響に留まるもので、雇用もホテル等における
雇用は75％が非正規であり、正規雇用の拡大につな
がっていないのが現実です。一方、京都の旅館は減
り続け、平成27年度には296軒に。しかもそのうち
104軒が休業状態という報告を京都市自身が行って

います。京都の様々な地場産業と結びついた旅館が
困難に直面していることを放置し、ホテルの拡充・
誘致や「民泊」の規制緩和に踏み出すことは、地域
経済の活性化に逆行することになりかねません。

（３�）市民の財産を企業の儲けのために差し出す…学
校跡地活用、京都市美術館ネーミングライツ

　①	学校跡地活用…企業のもうけのために番組小学校
という市民の財産を差し出す〈資料⑪〉

　　	　京都市は、1990年代から急速に学校統廃合を進
め、地域の人々によって作られた番組小学校を次
々廃止。すでに68校が廃止され17校が活用の対象
に。学校は、もともとは地域の運動会や地域の祭
り、様々な行事の拠点、地域コミュニティの中心
であり、災害の拠点ともなる公的な役割をもった
場所です。このような歴史的経過から、京都市
は、従来は学校跡地の活用に当たっては「地域住
民の意思を尊重すること」「活用は原則、市の事
業とし、営利目的に活用しないこと」としていま

（2016年10月８日付「日本経済新聞」より）

〈資料⑨〉

調査結果の概要（市内民泊施設の状況）

施設数 2,702件（戸建て　935件，集合住宅　1,677
件，その他　90件）

所在地を特定した施設数 1,260件（46.6％）

旅館業法上の許可施設数 189件（7.0％）

旅館業法上は無許可と
推測される施設数 1,847件（68.4％）

用途違反の施設数 322件（11.9％）
所在地が特定できないものを含む。

最低宿泊日数

１泊の施設が1,452件（53.7％），６泊以上
※の施設は44件（1.6％）
※�国家戦略特区を活用した外国人滞在施設
経営事業における最低宿泊日数

民泊の課題

１�　民泊施設については無許可営業の施設
が多く，宿泊客と住民の安心・安全の観
点から問題がある。

２�　民泊施設の周辺住民は，施設に対して，
誰がどうやって営業しているか不明なこ
とから，具体的なトラブルがなくても不
快感・不安感を抱くことが多い。

３�　管理者が不在なケースが多いため，宿
泊者への適正な管理ができていないと推
測される。

４�　所在地が特定できない宿泊施設が半数
以上存在。

京都市民泊施設実態調査について

（京都市の資料より）

〈資料⑩〉
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（京都市の資料より）

持つ1440の公共施設すべてを「資産有効活用」の
対象としてふるいにかけ、市民の貴重な財産を
「稼ぐ力」としていかに活用するかが最大の眼目
となっています。

　②京都市美術館のネーミングライツ問題〈資料⑫〉
　　	　2016年秋、市民の募金、3260点の作品寄贈など
で作られた市民の財産ともいえる京都市美術館を
もうけの対象にし、「財源確保」のためと称して
大切な公有財産を企業の宣伝や儲けのために提供

〈資料⑪〉
活用対象となっている学校跡地の概要と現状

NTTと契約

した。これを、門川市政は、2011年「民間事業に
ついても可能」とし、2012年には「京都市資産有
効活用基本方針」を策定し、2015年６月には「学
校跡地活用にかかる事業者登録制度」を確立、跡
地を最大60年貸し付けできるようにし、民間事業
者から活用提案を募集する（経営力ある団体）仕
組みとしました。これによって、元弥栄中学校は
日本漢字検定協会（年額78,358,681円、平成26年
から60年間）元貞教小学校は学校法人・二本松学
院（年額31,351,089円、平成27年から60年間）、
元清水小学校はNTTコミュニケーションズが経
営するホテル・ブライダル施設が選定されまし
た。元立誠小学校については「事業者選定委員
会」を設置しプロポーザルで募集が開始されてい
ます。市民の貴重な財産が企業の儲けのために差
し出され、地域のコミュニティ・防災拠点が壊さ
れる事態となっています。こうした流れは、学校
跡地にとどまらず2015年３月に作られた「京都市
公共施設マネジメント基本計画」では、京都市の

財界の要望に応え、京都市が
率先してホテル建設

　関西の知事、政令市長と経済団体トップとの
2015年１月22日の意見交換会で、大阪商工会議
所の佐藤会頭（京阪電鉄最高顧問）は、門川市
長が関西資本に京都への高級ホテル進出を要
請したのを受け、「ホテルの供給は考えないと
いけないが、高さ制限の緩和をもう少しやって
もらわないと」と発言（「京都」2015年１月23
日）。関連して、京都商工会議所の立石会頭
は、「（市側にも）特別の配慮が必要になるかも
知れない」との認識を示しました（「京都」
2015年１月28日）。さらに、京阪電気鉄道は１
月29日、JR京都駅前で、京都タワーの機能強
化と２ホテルの再開発を柱とする重点投資を
行う考えを明らかにしました（「京都」2015年
１月30日）。
　東洋経済のONLINE（2016年12月12日付け）
は、「京都で開業ラッシュ、『高級ホテル戦争』
勃発」特集によれば、門川市長は11月29日の
「フォーシーズンズホテル京都」の開業記念
セレモニーに出席し、マレーシアのベルジャヤ
・コーポレーションの創業者に対して「質の
高いホテルを（もう一つ）頼みます」と要望
したとされています。また、「京都で土地をめ
ぐる熾烈な争奪戦が起きていて、廃校となった
学校跡地がホテル建設に狙われている」「2014
年に営業を終了した『京都国際ホテル』の跡
地は阪急不動産が取得し、マンション建設予定
だったが、門川市長の強い要望で計画を撤回。
…ホテルとなる可能性が濃厚だ」とも述べて
います。
　「増大する観光客に対してホテルが足りな
い」として、門川市長先頭に「何が何でもホテ
ルの拡充・誘致」を進めようとする京都市の
姿が浮き彫りになっています。そのために、規
制緩和や土地の提供などなんでも協力するこ
とを約束しているのが今の京都市です。
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しようというのが京都市美術館ネーミングライツ
問題です（50年間、50億円）。この募集には、多
くの市民・美術関係者から怒りの声が殺到しまし
た（「企業名はなじまない」「市民や関係者の意見
を聞かず突然持ち出された」「議会にも諮らず、
議会軽視」…）。美術館関係者や市民の声を聞く

〈資料⑫〉

場も設けないばかりか、市民の付託を受けた議員
も決定だけが知らされるという状況です。また、
市民の寄贈によって成り立っている美術館である
にもかかわらず、寄贈者にまともな説明もせず
「決まってから丁寧に説明する」（副市長）とい
う態度です。京都市は、こうした市民の批判も議

（日本共産党京都市会議員団ホームページより）

【見解】

京都市美術館におけるネーミングライツ（命名権）「決定」の撤回を求める

� 2016年10月19日
� 日本共産党京都市会議員団
� 団長　山中　渡

一�、京都市は、10月6日に京都市美術館のネーミングライツを京セラに「決定」しました。市会委員会や本会議で異論が
噴出し、美術館関係者や市民から反対署名や請願、意見書が提出されているにも関わらず、市民の声、議会の批判を
押し切ってネーミングライツを強行した市民不在、議会軽視の暴挙です。

　�　市長は「厳正な審査、本市の責任で決定する」としていますが、「決定」にあたって市長は、美術館関係者や市民の
声を聞く場も設けていません。さらに市民の付託を受けた議員による議論も極めて不十分のまま、市長の一存で決め
るものであり認められません。　　

　�　そもそもネーミングライツは、「財源確保」のためと称して大切な公有財産を企業の宣伝や儲けに提供するものであ
るとともに、「50億円、50年」という重大な契約が議会の承認もないまま決定されるものであり、自治体の責務を放棄
するものです。

二�、京都市美術館における貴重な財産は、3千点を超えるコレクション（所蔵品）です。そのうち8割は市民や京都在住
作家、遺族からの寄贈品であり、全国に誇る市美術館80年の歴史そのものです。京セラへのネーミングライツ「決定」
を聞いて「企業の名前が付くのなら作品を返してほしい」「美術館への信頼が揺らぎ、今後寄贈が減少するのでは」と
の声が上がっています。副市長は「（寄贈者には）決定した段階で親切、丁寧に説明する」と開き直り、市民不在の姿
勢が浮き彫りになりました。まさに美術館の歴史と財産に対する冒涜と言わざるを得ません。

三�、今回のネーミングライツ問題は京都市民にとどまらず、全国、世界の人々が注目しています。市長は京都市美術館
のネーミングライツ「決定」を撤回し、市民、関係者と向き合い、真摯に協議を行うことを強く求めます。
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会の指摘も聞かず独断専行で募集を開始、市長の
一存で「京セラ」に決定しました。2016年９月市
会では全会派一致で京都市に「反省もとめる」決
議が上がりました。直ちに京都市美術館のネーミ
ングライツは「撤回」すべきです。また、「賑わ
いゾーン」を併設した100億円規模の美術館再整
備計画についても見直しを求める声が上がってい
ます。

（４�）住民の声を無視し、世界遺産である二条城・下
鴨神社の景観を破壊

　	　京都市は、「観光客誘致ありき」で二条城北西部
の樹木を伐採してバス専用駐車場をつくろうとして
います。ここは世界遺産のコアゾーンであり、その
形状を変更し景観を破壊するものです。また交通事
故など住民の安全面からも強い批判が出されていま
す。「世界遺産・二条城の現状を変更することは、
文化財を後世に引き継ぐことを使命とする行政の役
割放棄に等しい」として、住民・外国人観光客も含
め11787人（11月末）の方から請願署名が寄せられ
ています。
　	　2015年３月、下鴨神社の境内南端のバッファゾー
ンに、８棟からなる低層高級分譲マンションを建設
し、50年間の定期借地権をつけて販売する計画が明
らかになりました。また、マンション建設に伴って
祭具の移転先が必要になるため、下鴨神社北東の一
角に大型倉庫を新築することも明らかに。バッファ

ゾーンというのは、世界遺産の価値を損なわないよ
う開発が規制される区域で、マンション建設予定地
は、もとは糺の森の一角です。下鴨神社とそれをと
りまく優れた歴史的環境は、市民との共同の努力に
より保全・再生されてきたにもかかわらず、市民の
意向を無視して富裕層向け分譲マンションを建築し
ようというもので、地域住民が粘り強くたたかいを
続けています。

（５�）大型公共事業計画が一挙に浮上…新たな市民負
担と環境破壊� 〈資料⑬、⑭〉

　	　これまで京都市は、「財政が大変」「社会福祉関連
経費の増大」を口実に、福祉切り捨て、職員削減を
進めてきました。しかし、今後、大型公共事業を
「聖域」にして市民の税金を躊躇なく投入しようと
いう計画です。
　	　北陸新幹線「小浜－京都駅」ルート建設には莫大
な地元自治体負担が生じます。また、10年間で600
億円にのぼる費用が見込まれる賑わいゾーンをふく
む第一市場整備計画。JR梅小路新駅などでの京都
市の負担。100億円もの京都市美術館整備計画。そ
れに加えて、市内高速道路３路線は、住民のたたか
いによって「廃止の手続きに入る」と昨年市長は言
明したにも関わらず、なかなか手続きに入らないど
ころか新たに「十条油小路～堀川五条」間のバイパ
ストンネル建設を国に要望する状況です（2016年の
７月と11月に国へ要望）。

（2016年10月９日付「京都民報」より）

（2016年８月23日付「読売新聞」より）

＋＋

＋＋

＊	ルートについては2016年12月20日、与党整備新幹線プロジェ
クトチームが「小浜・京都ルート」の採用を決定

〈資料⑬〉 〈資料⑭〉
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　	　党議員が「地元負担や在来線切り捨てが懸念され
る北陸新幹線は何故必要なのか」「これだけの問題
ある新幹線誘致運動はやめるべき」と迫ったのに対
して、副市長は「国土の均衡ある発展に寄与。京都
につながることは日本経済にとってプラス。経済効

果ある。在来線・地元負担の課題はある。地元負担
はないとはいえない」と問題があることを認めなが
らも、「地方負担が決まらないと誘致できないとい
うのはこの問題に対してふさわしくない態度」と完
全に居直りました。

「呼び込み型」ではなく、京都の活性化へ　「別の道」を

　こうした「京都壊し」の新しい段階に対して、「京
都の景観は守れるのか」「これで本当に京都らしい観
光の発信、京都経済の活性化が図れるのか」「京都の
価値をさげることになるのでは」など危惧する声が上
がっています。前出の「東洋経済」誌で、不動産大手
でホテル事業を統括する幹部は「京都は静かな街並み
がウリだったのに、観光客が増えてテーマパーク化し
ている。期待とのギャップが広がればリピート客に影
響が出かねない」と指摘しています。京都市の京都観
光総合調査でみても2015年の日本人客の京都観光に対
する満足度は88.9％。2011年に調査を開始して以来、
初めて９割を割る事態です。京都市が魅力ある都市総
合１位として胸を張った「トラベル＆レジャー」誌で
のランキングも2016年には６位まで後退しました。
　そして、異常なホテル建設ラッシュや「違法民泊」
の急増に対しては、京都府旅館業組合からも強い懸念
が出され（2016年９月１日国会議員団・京都市会議員
団と懇談）、また多くの旅館関係者から党議員団の２
つの「見解」（「民泊問題」と「宿泊施設拡充・誘致方

針」）に対する共感とともに「京都の地場産業・伝統
文化に結びついた旅館こそ大切にしてほしい」といっ
た声が寄せられています。また、ホテルや「違法民
泊」が急増している地域からは「住環境を壊されてい
る」「京都の景観が台無し」との声が上がっていま
す。美術関係者からは、京都市美術館のネーミングラ
イツについて市長が独断で「京セラ」に決定したこと
に怒りの声があがっています。「学校跡地活用」につ
いても、「地域のコミュニティの拠点として活用すべ
き」とする声が強くあり、「稼ぐ力」を最優先に企業
の儲けのために学校跡地を差し出そうという京都市の
姿勢に批判の声が出されています。ここに「新たな京
都壊しを許さない」新しい共同の可能性があります。
　大手資本や外国資本、さらに富裕層をはじめとした
外国人観光客の「呼び込み型」による異常なホテル建
設や「賑わい」を軸とした拠点開発の流れと京都市民
の間には明らかに矛盾が生まれています。その一方
で、「賑わいを作り出し、富裕層をはじめとした外国
人観光客がたくさん来れば京都経済はよくなるので

（2016年９月15日付「京都新聞」より）

〈資料⑮〉
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は」といった漠然とした期待感もあります。どの道を
進めば、京都の景観と京都市民の命・暮らし生業をま
もり、京都経済の活性化を図ることができるのか、真
の京都再生について問題提起します。

（１	）大企業の儲けのために、「新景観政策」に穴を
あけ、景観や住民との調和のとれたまちづくりを
壊す規制緩和（特例許可、地区計画、都市計画見
直しなど）・再開発計画は中止すること。

（２	）2020年オリンピックをメドに新たに6000室もの
客室確保をめざす「宿泊施設誘致・拡充方針」
は、京都の景観や住民のくらしとの調和にとって
取り返しがつかないことになりかねず、「方針」
は撤回すること。一定増大する可能性のある観光
客の対応については、京都市内にある既存の旅館
への支援を強めることや京都市以外の自治体と連
携した対応で行い、市内集中型はやめること。

　　	　「民泊」の規制緩和を進める「民泊新法」反
対。職員体制を抜本的に強化し、「民泊」への指
導を強め、「違法民泊」なくす。住居専用地域な
どへの「民泊」は認めないこと。周辺住民への説
明責任をはたすとともに、「玄関帳場への従業員
の常駐」を義務付けること。「京町家」のゲスト
ハウス等の一棟貸しについても同様の義務を課す
こと。〈資料⑮、⑯〉

（３	）観光政策は、観光者の満足を充足させるととも

に、地域住民の暮らしの豊かさや地元中小企業、
伝統産業の振興などにつながる地域循環経済の取
り組み（内発型）として発展させること。

　　	　観光者や車両の適正量を見定めてコントロール
すること。市街地へのマイカーの流入規制を徹底
し、公共交通優先の対策強化をはかること。市内
高速道路計画は直ちに廃止の手続きを。京都市内
に新たな規模で車を呼び込むバイパストンネル計
画（油小路十条～堀川五条）は撤回すること。

（４	）「学校跡地活用」は、「地域住民の意思の尊重」
「活用は原則、市の事業とし、営利目的に活用し
ないこと」を基本にすること。京都市美術館のネ
ーミングライツは撤回すること。

（５	）下鴨神社や二条城などの世界遺産を保護するこ
と。二条城北西部・コアゾーンへの駐車場建設中
止、下鴨神社のバッファゾーンへのマンション建
設・大型倉庫建設中止を。

（６	）税金の使い方をくらし優先に…莫大な費用負担
と環境破壊・エネルギーの消費をもたらし、安全
性が懸念されるリニア中央新幹線、地元負担・環
境破壊・在来線切り捨てにつながる北陸新幹線の
延伸反対。京都誘致運動は直ちに中止を。

　　	　京都市美術館整備計画や第一市場整備計画など
の大型事業の抜本的見直しを行うこと。南部クリ
ーンセンターの展望台建設は中止すること。

（2016年９月26日付「京都新聞」より）

〈資料⑯〉




